
令和２年度保健福祉局における組織改正の報告 

 

【健康福祉部の新設】 

 ・人生１００年時代を見据え、保健事業と介護予防を一体的に実施するなど、全世代における健康づくり

を地域一体となって取り組んでいくため、保健福祉局に健康福祉部を新設。 

 ・健康福祉部には、健康づくりに関する企画立案等を行う組織として、健康推進課を新設するほか、地域

福祉課、地域包括ケア推進課、在宅医療・介護連携支援センター及び健康支援課を移管。 

 ・これに伴い、健康部を医療衛生部に名称変更。 

 

改正前 改正後 

保健福祉局 

保 健 福 祉 総 務 課 

地 域 福 祉 課 （移管） 

    保 護 課 

地域包括ケア推進課 （移管） 

在宅医療・介護連携支援センター （移管） 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康部             （名称変更） 

   健 康 企 画 課  受動喫煙対策室 

      （名称変更）         （移管） 

健 康 支 援 課 

   健 康 保 険 課 

   生 活 衛 生 課  斎園整備室 

                 動物保護指導センター 

                 桜木霊園管理事務所 

  保健所 

  環境保健研究所 

高齢障害部 

保健福祉局 

保 健 福 祉 総 務 課 

 

保 護 課 

 

 

健康福祉部               （新設） 

   地 域 福 祉 課 （移管） 

地域包括ケア推進課 （移管） 

在宅医療・介護連携支援センター （移管） 

   健 康 推 進 課  受動喫煙対策室 

        （新設）        （移管） 

   健 康 支 援 課 （移管） 

 

医療衛生部               （名称変更）  

   医 療 政 策 課  

（名称変更） 

 

   健 康 保 険 課 

   生 活 衛 生 課  斎園整備室 

                 動物保護指導センター 

                 桜木霊園管理事務所 

  保健所 

   環境保健研究所 

高齢障害部 

 

資  料 １ 


